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室
長 

副
所
長 

    
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 

 

均 
 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号 

 
 
 

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
人
事
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

「 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

別
表
第
一
研
究
職
給
料
表
の
項
中 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

を 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

   
 

に
改
め
る
。 

  

」 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   
 

 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 

 
均 

 
 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号 

 
 
 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
農
業
事
務
所
家
畜
保
健
衛
生
課
の
項
中 

「 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 
 

 

「 

  

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 
 

 
 
 

 
 

 
 

生
研
究
所
の
項
を
削
る
。 

 

別
表
第
三
の
う
ち
一
知
事
の
事
務
部
局
の
表
地
域
機
関
及
び
専
門
機
関
の
項
中
「
地
区
農
業
指
導

セ
ン
タ
ー
及
び
農
村
整
備
セ
ン
タ
ー
並
び
に
」
を
「
農
村
整
備
セ
ン
タ
ー
及
び
」
に
改
め
、
別
表
第

三
の
う
ち
三
教
育
委
員
会
の
表
教
育
機
関
等
（
学
校
を
除
く
。
）
の
項
中 

「 
 
 

 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 
 

 
 

 

「 

 
 

 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 
 

 
 

 

「 
 
 
 

 
 

を
「
室
長
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

 

」 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 

 

均 
 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号 

 
 
 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
九
条
第
一
号
中
「
掲
げ
る
職
」
の
下
に
「
（
職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
（
平
成
元
年
群

馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
第
二
条
第
四
号
の
職
員
採
用
試
験
（
社
会
人
経
験
者
）
に
よ
り

職
員
を
採
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
別
表
一
病
院
局
の
部
県
庁
の
項
中
「
看
護
主
監 

新
病
院
建
設
準
備
主
監
」
を
「
新
病
院
建
設
室

長 
看
護
主
監 

技
術
主
監 

薬
剤
主
監
」
に
改
め
、
同
部
専
門
機
関
の
項
中
「
呼
吸
器
科
部
長
」

を
「
呼
吸
器
内
科
部
長 

呼
吸
器
外
科
部
長
」
に
、
「
診
療
情
報
管
理
室
長 

母
子
保
健
室
長
」
を

「
診
療
情
報
管
理
室
長
」
に
、
「
調
理
長
」
を
「
調
理
長 

電
気
専
門
技
術
員
（
総
括
） 

電
気
専

門
技
術
員
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

■ 

人
事
委
員
会
規
則 

  

ー ー 

 

９ 

農
業
技
術
セ
ン
タ
ー 

 
 

蚕
糸
技
術
セ
ン
タ
ー 

 
 

水
産
試
験
場 

 

 
 

家
畜
衛
生
研
究
所 

 
 

畜
産
試
験
場 

13 12 11 10 

９ 

中
部
農
業
事
務
所 

 
 

畜
産
試
験
場 

 
 

農
業
技
術
セ
ン
タ 

 
 

蚕
糸
技
術
セ
ン
タ 

 
 

水
産
試
験
場 

13 12 11 10 

獣
医
師 

二 

 
を に

改
め
、
同
表
家
畜
衛 

２ 

病
理
細
菌
技
術
者
（
１
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
） 

１ 

獣
医
師 

一 二 

 

２ 

病
理
細
菌
技
術
者
（
１
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
） 

１ 

獣
医
師 

一 二 

 
を に

、 

 

所
長
（
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
所
長
に
限
る
。
） 

 

四
種 

 

 

副
所
長 

所
長
（
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
所
長
に
限
る
。
） 

 

五
種 

四
種 
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管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 

 

均 
 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号 

 
 
 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
知
事
事
務
部
局
の
項
中
「
デ
ジ
タ
ル
基
盤
係
長
」
を
「
シ
ス
テ
ム
最
適
化
係
長
」
に
改
め
、

「
地
区
農
業
指
導
セ
ン
タ
ー
及
び
」
を
削
り
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
、
「
家
畜
衛
生
研
究
所

の
主
席
研
究
員
」
を
「
中
部
農
業
事
務
所
の
病
性
鑑
定
専
門
官
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 

 

均 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号 

 
 
 

群
馬
県
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第 

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
合
算
し
た
額
」
の
下
に
「
（
条
例
第
五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
現

に
受
け
る
給
料
の
月
額
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
同
条
第
四
項
各
号

列
記
以
外
の
部
分
中
「
職
員
」
の
下
に
「
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加

え
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
中
「
合
計
額
に
、
」
を
「
合
計
額
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て

は
、
現
に
受
け
る
給
料
の
月
額
）
に
、
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
職 

員
」
の
下
に
「
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
新
た
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
以
下

「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
前
三
年
以
内
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
て
当
該
公

署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
職
員
」

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

 

一 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
の
翌
日
に
お
け
る

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
れ
、
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
在

勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
、
当
該
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居

を
移
転
し
た
も
の 

二 

新
た
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
で 

そ
の
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て 

「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
前
三
年
以
内
に
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
り
、

又
は
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と

と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の 

三 

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日

 
 

に
在
勤
し
て
い
た
公
署
に
引
き
続
き
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
の
う
ち
、
当
該
採
用
の
日

 
 

前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
条
例
第
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定

 
 

す
る
新
た
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員

 
 

で
、
指
定
日
前
三
年
以
内
に
当
該
公
署
に
異
動
し
、
当
該
異
動
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も

 
 

の
と
な
る
も
の 

四 

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
職
員
で
、
当
該
採
用
の
日
の
前

 
 

日
に
条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当

 
 

を
支
給
さ
れ
て
い
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と

 
 

し
た
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
要
件
を
具

 
 

備
す
る
こ
と
と
な
る
も
の 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
各
号
に
規
定
す
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
職
員

 
 

と
し
て
人
事
委
員
会
が
認
め
る
も
の 

 

第
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
準
特
地
公
署
に
在
勤
す
る
」
を
「
若
し
く
は
準
特
地
公
署
に
在

勤
す
る
」
に
改
め
、
「
移
転
し
た
職
員
」
の
下
に
「
又
は
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
」
を
、

「
日
」
の
下
に
「
又
は
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
日
」
を
加
え
、

「
及
び
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
」
を
「
前
項
第
二 

号
」
に
、
「
が
当
該
職
員
」
を
「
が
、
当
該
職
員
」
に
改
め
、
「
な
つ
た
日
」
の
下
に
「
又
は
法
第

二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
日
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

四 

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
職
員 

当
該
職
員
が
同
号
の
採
用
の
日
前
か
ら
定
年
前
再
任
用
短

 
 

時
間
勤
務
職
員
と
し
て
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二

 
 

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額 

五 

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
職
員 

当
該
職
員
が
同
号
の
採
用
の
日
前
か
ら
定
年
前
再
任
用
短

 

時
間
勤
務
職
員
と
し
て
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二

 

項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
採
用
の
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額 

六 

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
職
員 

別
に
人
事
委
員
会
が
定
め
る
期
間
及
び
額 

 
 
 

附 

則 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
改
正
後
の
群
馬
県
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
に
お
け
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
関
す

る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

群
馬
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
群
馬
県
条
例

第
四
十
五
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て

「
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
群
馬
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
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群
馬
県
条
例
第
五
十
五
号
）
第
五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
次

条
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
こ
の
規
則
に
よ

る
改
正
後
の
群
馬
県
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い

う
。
）
第
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
並
び
に
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す

る
。 

２ 

暫
定
再
任
用
職
員
に
対
す
る
改
正
後
の
規
則
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
公
務
員

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
令
和
三
年
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
、

「
退
職
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
し
た
日
又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
に
係
る
任
期
が
満

了
し
た
日
」
と
、
「
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
に
お
い
て
「
暫
定
再
任 

用
」
と
い
う
」
と
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中

「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
」
と
、
同
項

第
四
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
職
員
（
群
馬
県
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
群
馬
県
条
例
第
四
十
五
号
）
附

則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同

項
第
五
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
す
る
。 

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
へ
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に

関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

改
正
後
の
規
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以

後
に
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
等
の
規
定
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
規
則
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
二
十
二

条
の
四
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い

た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
同
号
の
規
定
す
る
異
動
を
し
た
日
が
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

３ 

改
正
後
の
規
則
第
五
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
二
十
二

条
の
四
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日
に
支
給
さ
れ
て
い
た
群

馬
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務

手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
日
が
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る

場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

    

群
馬
県
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 

 

均 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号 

 
 
 

群
馬
県
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

群
馬
県
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則

第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

二
十
二 

犯
罪
被
害
者
等
支
援
作
業
手
当
（
第
二
十
四
条
） 

 

第
二
十
六
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
第
二
十
四
条
を
第
二
十

五
条
と
し
、
第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
犯
罪
被
害
者
等
支
援
作
業
手
当
） 

第
二
十
四
条 

犯
罪
被
害
者
等
支
援
作
業
手
当
は
、
警
務
部
広
報
広
聴
課
に
勤
務
す
る
公
認
心
理
師

又
は
臨
床
心
理
士
の
資
格
を
有
す
る
職
員
（
兼
務
者
を
含
む
。
）
が
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
作
業
に

従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。 

２ 

前
項
の
手
当
の
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
五
百
二
十
円
（
当
該
作
業
に
従
事
し

た
時
間
が
一
日
に
つ
い
て
二
時
間
に
満
た
な
い
場
合
は
、
三
百
五
十
円
）
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 

 

均 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号 

 
 
 

群
馬
県
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
群
馬
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
第
一
項
勤
務
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
（
第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
第

一
項
勤
務
と
み
な
さ
れ
る
も
の
（
以
下
「
み
な
し
第
一
項
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
同
条
を
除

き
、
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
及
び
第
四
項
、
第
四
条
並
び
に
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
週
休

日
」
を
「
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
、
同
条
例
第
三
条
第
三

項
、
第
四
条
第
三
項
及
び
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
に
、
「
に
始
ま
る
勤
務
（
週
休
日
等
以
外
の
日
か
ら
週
休

日
等
に
引
き
続
く
勤
務
の
う
ち
当
該
週
休
日
等
に
お
い
て
勤
務
に
従
事
し
た
時
間
が
人
事
委
員
会
で

定
め
る
時
間
に
満
た
な
い
勤
務
以
外
の
勤
務
を
含
む
。
）
」
を
「
（
み
な
し
第
一
項
勤
務
に
つ
い
て

は
、
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
（
週
休
日
等
に
含
ま
れ
る
時
間
を
除
き
、
正
規
の

勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
限
る
。
）
）
の
勤
務
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
も
の
」
の
下
に
「
及

び
週
休
日
等
と
週
休
日
等
以
外
の
日
に
ま
た
が
る
も
の
」
を
加
え
、
「
（
週
休
日
等
以
外
の
日
か
ら
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週
休
日
等
に
引
き
続
く
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
当
該
週
休
日
等
の
午
前
零
時
を
も
っ
て
開
始
と
す

る
。
）
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
一
の
週
休
日
等
に
お
い
て
勤
務
の
開
始
が
二
以
上
あ
る
場

合
は
、
当
該
週
休
日
等
に
始
ま
る
勤
務
」
を
「
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
第
一
項
勤
務
」
に
改
め
、
同

項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

一 
一
の
週
休
日
等
に
お
い
て
第
一
項
勤
務
の
開
始
が
二
以
上
あ
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合

を
除
く
。
） 

二 

週
休
日
等
以
外
の
日
か
ら
そ
の
翌
日
の
週
休
日
等
に
連
続
す
る
勤
務
が
行
わ
れ
、
当
該
週
休

日
等
以
外
の
日
及
び
当
該
週
休
日
等
に
お
い
て
第
一
項
勤
務
の
開
始
が
二
以
上
あ
る
場
合 

第
三
条
第
三
項
中
「
に
よ
る
勤
務
（
」
の
下
に
「
み
な
し
第
一
項
勤
務
を
除
く
。
」
を
加
え
、

「
週
休
日
等
以
外
の
日
の
午
前
零
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の
間
に
始
ま
る
勤
務
（
そ
の
前
日
で
あ
る

週
休
日
等
以
外
の
日
か
ら
引
き
続
く
勤
務
を
含
む
。
）
」
を
「
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま

で
の
間
（
週
休
日
等
に
含
ま
れ
る
時
間
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
の
勤

務
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
の
開
始
（
前
日
か
ら
週
休
日
等
以
外
の
日
に
引
き
続
く
勤
務
に
あ

っ
て
は
、
当
該
週
休
日
等
以
外
の
日
の
午
前
零
時
を
も
っ
て
開
始
と
す
る
。
）
」
を
「
（
二
の
週
休

日
等
以
外
の
日
に
ま
た
が
る
勤
務
を
含
む
。
）
の
開
始
」
に
、
「
始
ま
る
」
を
「
開
始
す
る
」
に
改

め
る
。 

 

第
五
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額

等
）
」
を
付
し
、
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
イ
中
「
次
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改

め
る
。 

第
五
条
の
二
第
一
項
中
「
当
該
管
理
職
員
（
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
限
る
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
職
員
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
管

理
職
員
」
を
「
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
っ
て
次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
」
に
、

「
当
該
管
理
職
員
」
を
「
当
該
職
員
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
で
あ
る
管
理
職
員
」
を
削
り
、

「
当
該
管
理
職
員
」
を
「
当
該
職
員
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

三 

第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員 

次
に
掲
げ
る
当
該
職
員
が
受
け
る
任
期
付
職
員
条
例
第
七

条
第
一
項
の
給
料
表
の
号
給
又
は
給
料
月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

イ 

六
号
給
、
七
号
給
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額 

六

千
円 

 

ロ 

五
号
給 

五
千
円 

 

ハ 

二
号
給
か
ら
四
号
給
ま
で
の
号
給 

四
千
円 

 

ニ 

一
号
給 

三
千
円 

四 

第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員 

次
に
掲
げ
る
当
該
職
員
が
受
け
る
任
期
付
研
究
員
条
例
第

五
条
第
一
項
の
給
料
表
の
号
給
又
は
給
料
月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

イ 

六
号
給
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額 

六
千
円 

ロ 

四
号
給
及
び
五
号
給 

五
千
円 

ハ 

二
号
給
及
び
三
号
給 

四
千
円 

ニ 

一
号
給 

三
千
円 

第
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
管
理
職
員
」
を
「
第
二
条
第
一
号

に
掲
げ
る
職
員
で
あ
っ
て
次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
で
あ
る

管
理
職
員
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

三 

第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員 

次
に
掲
げ
る
当
該
職
員
が
受
け
る
任
期
付
職
員
条
例
第
七

条
第
一
項
の
給
料
表
の
号
給
又
は
給
料
月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

イ 

六
号
給
、
七
号
給
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額 

四

千
円 

ロ 

五
号
給 

三
千
三
百
円 

ハ 

二
号
給
か
ら
四
号
給
ま
で
の
号
給 

二
千
六
百
円 

ニ 

一
号
給 

二
千
円 

四 

第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員 

次
に
掲
げ
る
当
該
職
員
が
受
け
る
任
期
付
研
究
員
条
例
第

五
条
第
一
項
の
給
料
表
の
号
給
又
は
給
料
月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

イ 

六
号
給
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額 

四
千
円 

ロ 

四
号
給
及
び
五
号
給 

三
千
三
百
円 

ハ 

二
号
給
及
び
三
号
給 

二
千
六
百
円 

ニ 

一
号
給 

二
千
円 

第
五
条
の
二
第
三
項
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
五
条
の
三 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤

務
手
当
を
支
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
が
し
た
第
二
項
勤
務
は
、
第
一
項
勤
務
と

み
な
す
。 

一 

第
一
項
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
第
二
項
勤
務
を
し
た
場
合 

二 

第
二
項
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
第
一
項
勤
務
を
し
た
場
合 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 

 

均 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号 

 
 
 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
三
十
二 

群
馬
県
商
工
会
連
合
会 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 

 

均 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号 

 
 
 

群
馬
県
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
群
馬
県
の
項
中
「
四
級
地
」
を
「
六
級
地
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
群
馬
県
職
員
の

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い

て
当
該
職
員
に
支
給
さ
れ
る
地
域
手
当
に
つ
い
て
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
一
般
職
の

職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
附
則

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
家
公
務
員
に
支
給
さ
れ
る
地
域
手
当
の
例
に
よ
り
支
給
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 
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